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福
島
市
議
会
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規
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の
一
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を
改
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を
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福
島
市
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

福
島
市
議
会
傍
聴
規
則
（
平
成
十
六
年
議
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
所
定
の
場
所
で
自
己
の
住
所
及
び
氏
名
を
傍
聴
人
受
付
簿
に
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
を
「
会
議
当

日
所
定
の
場
所
で
市
議
会
本
会
議
傍
聴
券
（
以
下
「
傍
聴
券
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
に

改
め
、
同

条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
手
続
は
、
先
着
順
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
定
員
を
超
え
る
傍
聴

人
が
あ
る
と
き
は
、
議

長
は
そ
の
手
続
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
条
中
第
三
項
を
第
六
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

３ 

傍
聴
人
は
、
第
１
項
に
規
定
す
る
手
続
を
行
っ
た
日
に
限
り
、
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

傍
聴
人
は
、
係
員
か
ら
要
求
を
受
け
た
と
き
は
、
傍
聴
券
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

傍
聴
人
は
、
傍
聴
を
終
え
退
場
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
傍
聴
券
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
第
二
項
を
削
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

別紙１－（６）  


